
士業 SENSOR
数字に見る士業事務所経営

2019 年９月末現在の国税局の税
理士専門官の人数は、合計４３人
となっている（図１）。税理士に対
する懲戒処分の件数は、2014 年
度の５９件から３年間、減少が続
いたものの、2018 年度に５１件
と反転。2019 年度も半期で２１
件となるなど、増加の兆しが見え
る（図２）。税理士に対する懲戒処
分は、税理士法では、財務大臣の
監督上の行政処分として規定され
ている。懲戒の種類は、「戒告」「２
年以内の税理士業務の停止」「税
理士業務の禁止」の３種。このう
ち、もっとも重い処分となる「税
理士業務の禁止」は、処分を受け
た日から３年を経過する日まで税
理士となる資格を失うこととな
り、税理士の登録は抹消される。
また、国税庁の「税理士・税理士
法人に対する懲戒処分等」では、
平成３０年（2018 年）１月から
各処分の具体的な違反行為が掲載
されるようになり、処分の詳細が
明らかになっている（図３、前項
の喜屋武博一税理士の提供情報から、
当該データを再構成）
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税理士の
懲戒処分件数に
増加の兆し!?
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